
８． 特約事項

１． 事業名 北山国有林危険木処理

２． 事業場所 静岡県浜松市浜名区三ヶ日町日比沢北山６９２－１

北山国有林　　　４０は林小班 　               

３． 事業量 危険木処理 本 　上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、

㎥ 本契約書及び に交付した国有林野事業造林事業請負契約約款に

よって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

　また、請負者が共同事業体を結成している場合は、請負者は、別紙共同事業体協定書に

より契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。

４． 事業期間 契約締結日の翌日　から 　本契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。

令和8年10月30日　まで

ただし、作業種別又は箇所別の事業期間は、別紙事業内訳書のとおり

５． 請負金額 金 円也

（ うち取引に係わる消費税及び地方消費税（以下「消費税」という。）額

金 円也）

〔注〕　　（　）の部分は、請負者が課税業者である場合に使用する。

発注者 静岡県浜松市浜名区中瀬２６６３－１

６． 選択条項 別冊約款中選択される条項は次のとおりである。 分任支出負担行為担当官

（適用されるものは○印、削除されるものは×印。） 天竜森林管理署長　　　吉松　重記

適用削除の区分 選択条項

×  契約保証金の納付  第４条第１項第１号 請負者

×  契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供  第４条第１項第２号

×  銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証  第４条第１項第３号

×  公共工事履行保証証券による保証  第４条第１項第４号

×  履行保証保険契約の締結  第４条第１項第５号

×  支給材料及び貸与品  第１５条

×  前金払 １０分の４以内  第３５条第１項

×  中間前金払  第３５条第４項

選択  部分払 1回以内  第３８条

×  国庫債務負担行為に係る契約の特則  第４０条

［注］ 請負者が共同事業体を結成している場合においては、請負者の住所及び氏名の

欄には、共同事業体の名称並びに共同事業体の代表者及びその他の構成員の

７． 支給材料及び貸与物件 住所及び氏名を記入する。
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引 渡 予 定 月 日

選択事項

令和　年　月　日

令和　年　月　日

品　名 品 質 規 格 数　量 引 渡 予 定 場 所

8.79


